
親元を離れて

暮らす市外

在住の学生

1万円相当
の舞鶴産品

お届け物 申請期間

４月11日(土)

学生生活応援便

🎓️対象

詳しくは裏面をご覧ください

〜

５月31日(日)

令和８年

舞鶴の『味覚』をお届けします。

保護
者の

　　
皆さ
ま

市外で頑張る学生にエールを！



0773-66-1085

f-ouen@city.maizuru. lg . jp

ふ る さ と 舞 鶴  「学 生 生 活 応 援 便」

〈対　象〉

 ・親元を離れて暮らす市外在住の学生
 ・令和8年4月1日時点で、保護者が舞鶴市内に住民登録を
 　有すること

〈申請方法〉

◎お問い合わせ窓口

舞鶴市役所　産業振興部　ふるさと応援課

〒625-8555　舞鶴市字北吸1044番地

〈お届け物〉

　長引く物価高騰は、親元を離れて頑張る学生たちの生活に大きな負担となって
います。舞鶴市では、そんな市外で頑張る学生の皆さんを応援するため、ふるさ
との味を堪能できる「舞鶴産品（１万円相当）」をお送りします。

　対象となる学生の保護者の方は、下記内容をご確認の上、お申込みください。

1万円相当の舞鶴産品

【送付内容】

・米５kg とご飯のお供
・肉じゃが、海軍カレー 等
・スイーツ、ドリンク

左の２次元コードよりオンライン申請

【申請期限：令和８年５月31日（日）】
※本人確認のため、学生証の画像の添付が必要です。
※紙の申請も受け付けます。用紙は、ホームページからダウ
ンロードいただくか、市役所ふるさと応援課までお越しくだ
さい。

 ※対象外の場合あり。
　 詳細は市ホームページをご覧ください⇒

mailto:f-ouen@city.maizuru.lg.jp


地震にそなえて！ 
 

 

木造住宅の耐震診断や耐震改修の 

費用の一部を補助します！ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜ 問い合わせ先 ： 舞鶴市 住宅課 ＞ 

〒625-8555 舞鶴市字北吸 1044番地 

電話 66-1050  ＦＡＸ 62-9894 

 

耐震改修の費用を 

１１５万円まで補助！ 

回

覧 

チェック  

チェック  

事業の詳細は 

裏面へ！ 

チェック  



◇ 事業の内容 

 
地震に対する強さを 

調べます！ 

耐震改修の費用の 

一部を補助します！ 

簡易耐震改修の費用の 

一部を補助します！ 

耐震シェルター設置費用の 

一部を補助します！ 

 耐震診断士派遣 耐震改修助成 簡易耐震改修助成 耐震シェルター助成 

対象とな

る住宅○ 

・木造住宅（昭和５６年５月３１

日以前に建築されたもの） 

・延べ面積の半分以上を住宅とし

て使用しているもの 

 

 

 

・木造住宅（昭和５６年５月３１

日以前に建築されたもの） 

・延べ面積の半分以上を住宅とし

て使用しているもの 

・建築士による耐震診断の結果、

評点が１．０未満と診断された

住宅 

・木造住宅（昭和５６年５月３１

日以前に建築されたもの） 

・延べ面積の半分以上を住宅とし

て使用しているもの 

・建築士による耐震診断の結果、

評点が１．０未満と診断された

住宅 

・木造住宅（昭和５６年５月３１

日以前に建築されたもの） 

・延べ面積の半分以上を住宅とし

て使用しているもの 

 

 

 

申込みが

できる方 

・住宅の所有者又は居住者 

 

・住宅の所有者又は居住者 

・市税を滞納していない方 

・住宅の所有者又は居住者 

・市税を滞納していない方 

・住宅の所有者又は居住者 

・市税を滞納していない方 

費用負担 １戸につき ３，０００円 － － － 

補助金額 － 
・改修工事費の５分の４ 

 （限度額１１５万円） 

・改修工事費の５分の４ 

 （限度額４０万円） 

・設置工事費の４分の３ 

 （限度額３０万円） 

対象とな

る工事○ 
－ 

・評点を１．０以上に向上させる

改修工事 

 

・耐震性を向上させる簡易な改修

工事で、市内の業者と契約して

行うもの 

・建物内に対象となる耐震シェル

ターを設置する工事 

 

※ 上記以外にも対象となる要件などがあります。 

◇ 申込みの方法などは 市役所 住宅課（☏６６－１０５０）まで お問い合わせください。 
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場所：舞鶴文化公園体育館

詳しくは
HPを

開会:9時30分開会:9時30分開会:9時30分 閉会:15時閉会:15時閉会:15時
【主催】【主催】
舞鶴市生涯学習部スポーツ振興課舞鶴市生涯学習部スポーツ振興課
電話：０７７３−６６−１０５８電話：０７７３−６６−１０５８
【主催】
舞鶴市生涯学習部スポーツ振興課
電話：０７７３−６６−１０５８



入場無料

健康健康健康健康

健康チェック健康チェック

コーナーコーナー

健康チェック健康チェック

コーナーコーナー

自宅でできる自宅でできる

ワークアウトワークアウト

レッスンレッスン

自宅でできる自宅でできる

ワークアウトワークアウト

レッスンレッスン
子供からお年寄りま

で、自宅ででき簡単

なトレーニングのレ

ッスンを実施しま

す！

①11時〜

②12時30分〜

③13時30分〜

④14時30分

(各15分程度)の4回

行います。ぜひご参

加ください。

体力測定体力測定体力測定体力測定

気持ちは10代。
体は…？

チェックチェックチェックチェック

10:00 〜
15:00

予約不要

当日参加OK！

体力測定コーナー体力測定コーナー体力測定コーナー体力測定コーナーニュースポーツ体験会ニュースポーツ体験会ニュースポーツ体験会ニュースポーツ体験会

1日限定、大人のスポーツテスト復活！

日本生命による

測定機器を用い

たお手軽健康チ

ェックなどをご

用意！

会場：
時間：

舞鶴文化公園体育館

剣道場

モルック

マイパック

＆＆＆＆

大運動会と同時開催！大運動会と同時開催！大運動会と同時開催！大運動会と同時開催！

本格的な測定機で今のあなたの体力を反射時

間や跳躍力を測定してみませんか？懐かしの

スポーツテストの一部を体験できます。

日程：令和8年5月30日(土)



受付期間

4 /14 /14 /14 /1 5 /295 /295 /295 /29水 金令和8年令和8年令和8年令和8年 〜〜〜〜

こども・若者の居場所づくり
支援事業補助金
申請受付について

◎市内の民間団体やグループ等が実施する

　　こども・若者に居場所や体験活動を提供する事業

◎こども・若者が主体的に実施する事業
について、その経費の一部を補助します。

詳細は裏面をご確認下さい



対象となる事業

提出書類

and more!

対象となる経費

１）交付申請の受付

２）交付申請事業の審査・決定

３）交付決定（または不交付決定）通知を送付

４）活動の実施

５）事業完了後、実績報告書の提出

６）補助額の確定

７）補助金の振込

交付までの流れ

申請書様式等は舞鶴市ホームページ
よりダウンロードできます

こども・若者が参加する営利を目的としない事業で、以下のいずれか

こども・若者に対し、多様な交流や体験の

機会を提供する事業

（学校行事を除く）

【補助率】対象経費の２分の１

　　　　　（上限額３０万円）

提出先及び

問い合わせ先

〒625-8555　舞鶴市北吸1044

舞鶴市健康・こども部　こどもまんなか室　子育て応援課

TEL：0773-66-1008　mail：kosodate@city.maizuru.lg.jp

交流・体験活動
支援事業

こども・若者
まんなか活動支援事業
こども・若者が主体となり、多様な交流や

体験の機会を自らつくる事業

（学校行事を除く）

【補助率】対象経費の４分の３

　　　　　（上限額１０万円）

例）キャンプ等の野外活動、地域との交流イベ

　　ント、職場体験、こども食堂、学習支援等

例）ダンス・音楽イベント、プログラミング・

　　工作体験教室、地域との交流イベント等

対象となる団体 以下のいずれにも該当する団体

１）団体の活動が、主にこども・若者の健全な成長の支援および居場所づくりに資するものであること

２）団体の構成員名簿を提出できること

１）謝金（団体構成員に対するものを除く）

２）旅費・交通費

３）消耗品費

４）印刷製本費

５）通信運搬費

６）材料費

７）委託料

８）借上料

９）その他事業の実施に係る経費

申請は公募制とし、交付決定には審査があります
１）交付申請書

２）事業計画書

３）収支予算書

４）団体構成員の名簿

５）その他事業の内容がわかる資料

令和７年度の令和７年度の
活用事例も活用事例も
掲載中！！掲載中！！

令和７年度の
活用事例も
掲載中！！

（予定）

5/7からは中総合会館
（舞鶴市余部下1167）に移転します

（TEL・mailは変わりません）

（過去に実施された事業のチラシ等があれば、参考にご提出下さい）
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